
施策5-1-1 地域医療体制の充実地域医療体制の充実
めざす姿
●いつでも、安心して必要な医療を受けることができている。

課題と展望
○　伊南地域の中核病院としての昭和伊南総合病院をはじめ、内科・小児科・外科・整形外科など専
門性の高い診療所が複数そろっています。
○　しかしながら、生活習慣病発症の増加、疾病症状の多様化、医療の高度化など医療に対する期待
はますます高くなっています。市民の安全で安心した生活を支える医療を提供するために、病院や
診療所など医療機関の機能と役割分担を明確にし、地域医療の提供体制を充実していくことが求
められています。
○　駒ヶ根市は、県内19市の中でも自宅死の割合が高い地域です。一方で、在宅医療や救急医療を担
う医師等の高齢化も進んでいます。長期療養を要する患者や密な在宅医療を必要とする終末期患
者に対して、患者と家族が安心して医療や介護を受けることができるサポート体制の充実を図る必
要があります。
○　満足する医療を維持向上していくために、医療に対する市民の理解と支援が不可欠であるため、
地域全体で医療を支える意識の醸成を図る必要があります。
○　自らが望む人生の最終段階における医療・ケアについて、前もって考え、医療・ケアチーム等と繰
り返し話し合い共有するアドバンス・ケア・プランニング（ACP）の考え方があります。ACPの取組
について医療機関等と連携しながら検討していく必要があります。

１　診療所と病院の役割分担や連携体制など地域医療体制の充実を図ります。
　（1）診療所間や、診療所と病院間の役割分担を明確にして、連携体制の充実を図ります。
　（2）昭和伊南総合病院が伊南地域の基幹病院としての機能を保持し、救急医療体制や多様な地域

医療ニーズに対応できるよう、医療サービスの充実と質の向上を図ります。
【主な事業】
　□ 在宅医療・救急医療連携事業　□ 昭和伊南総合病院支援事業

２　在宅患者・家族に対する支援体制の充実を図ります。
　（1）医療、介護、福祉が連携したサービス提供により支援の充実を図ります。
　（2）訪問看護・介護、ショートステイ、小規模多機能型施設、老人保健施設等の機能向上に努

めます。
　（3）家族介護者の相談支援の充実を図ります。

取組の方向と主な事業

基本政策5-１
健康で長寿のまちづくりを進めます
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【主な事業】
　□ 在宅医療介護連携推進事業　□ 相談支援事業
３　市民の医療を支える意識の醸成を図ります。
　（1）健診の個別医療機関への集約や歯科検診の開始により、かかりつけ医やかかりつけ歯科医、

かかりつけ薬局の普及をさらに促進します。
　（2）医療機関等と連携してACPの取組を検討し、市民への啓発を図ります。
【主な事業】
　□ 医療機関と連携したACP推進事業　□ 市民啓発事業

４　ドナーボランティアなどの普及や啓発に努めます。
　（1）臓器などの提供についての理解や献血の推進を図るため、啓発活動に取り組みます。
【主な事業】
　□ 献血推進事業　□ ドナー登録推進事業

達成目標

役割分担

指標名 当初
（2012）

現状
（2017）

目標値
（2023） 備考

いざというときに
相談ができる、
かかりつけ医が
いますか。

73.9％
（2011）

71.5％ 80.0％ 市民満足度調査のアンケートより

病院などの
地域医療体制が
整っている。

2.89
ポイント
（2011）

3.15
ポイント

3.45
ポイント 市民満足度調査の満足度（ポイント）

主体の役割

○かかりつけ医を持ち、病気やけがの状態に応じた適切な医療の受け方を理
解します。

○医療に関する支援活動や在宅患者や家族への支援を行います。

○休日当番医（医科・歯科など）の情報をわかりやすく提供します。
○ACPの取組について医療機関等と連携して市民への啓発を進めます。

○不足する産婦人科や小児科、在宅医療・救急医療を担う医師・看護師など
の確保に向けた取組を図ります。

主体の分類

個人（家庭）

ボランティア団体
など

○医療機関相互の連携体制の構築を図ります。医療機関

行
政

市
民
な
ど

駒ヶ根市

県（国）

【ドナー】臓器を提供する人

注1）市民満足度調査:まちづくりの指標として、2年に1度実施している市民意識調査。調査項目について、重要度と満足度を5段階（最
低1から最高5まで）で調査。
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１　国民健康保険・後期高齢者医療保険事業を充実します
　（1）被保険者の健康の保持増進のため、個別医療機関に健康診査を集約して、かかりつけ医の促

進を進めています。さらに、健診受診率の向上を図るための施策を展開して、保健事業の充実を
図ります。

　（2）国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の公平公正な確保に努め、収納率向上により制度の
安定的な事業運営をめざします。

　（3）安心して医療が受けられるようにするため、制度改正などにより新たな医療制度が導入される
場合は、医療制度の周知・普及を図り、スムーズな移行を行います。

【主な事業】
　□ 国民健康保険事業　□ 後期高齢者医療保険事業

２　福祉医療制度を充実します
　福祉医療制度に関わる課題を把握し、市民要望に沿った福祉医療制度の充実を図ります。

施策5-1-2 安心して受けられる医療・介護の確保安心して受けられる医療・介護の確保
めざす姿
●必要なときに必要なサービスを受けることができている。

課題と展望

取組の方向と主な事業

○国民健康保険・後期高齢者医療保険制度
　　国民健康保険は、被用者（社会）保険と比べ高齢者の加入率が高く、また急速な高齢化や高度医
療化の進展により医療費は増高しています。後期高齢者医療保険制度は、高齢者数がピークを迎え
る2040年にかけて医療費が増高することが予想されています。今後は、保健事業の主たる実施主
体として、住民の皆様の疾病予防・健康づくり・成人病（糖尿病）重症化予防を通じて、医療費適正
化の一層の推進を図り、いつでも安心して医療を受けることができる国民皆保険制度を堅持すると
ともに、持続可能な医療保険制度を確保する必要があります。
○福祉医療制度
　　子ども、障がい者、母子・父子などの社会的弱者の医療費による経済的負担を軽減し、健康増進
を図ることを目的に、地域の社会保障制度として確保します。
○介護保険制度
　　高齢者人口の増加に伴い、介護給付費は引き続き増加傾向が見込まれています。要支援者等比較
的軽度な支援を要する方が、可能な限りその者の居宅において生活ができるよう支援するべく、平
成27年度に介護予防・日常生活支援総合事業をスタートさせました。介護サービスの充実では、看
護小規模多機能型居宅介護の整備を進めるとともに、不足する介護人材の養成に取り組みます。
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【主な事業】　□ 子ども、障がい者、母子・父子、結核医療費支給事業　□ 医療費貸付事業

３　介護保険制度を充実します
　（1）安心して介護が受けられるよう、制度の適正な運用と地域包括ケアシステムの構築に努め

ます。
　（2）低所得者や生活困窮者に対して、法による軽減制度のほか市独自の支援策を講じます。
　（3）保険者機能を発揮し、ケアプラン点検や実地指導等を通じて、ケアマジメントの質の向上

や介護給付費の適正化を図ります。
【主な事業】
　□ 介護保険関連事業　　□ 地域包括支援センター事業　□ 介護給付費等費用適正化事業

【地域包括ケアシステム】介護が必要になっても住み慣れた自宅や地域で暮らし続けられるように、地域の自主性や主体性に基づき、
「医療・介護・介護予防・生活支援・住まい」について、地域の特性に応じて一体的に受けられる支援体制のこと。
【地域包括支援センター】地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う、各市町村に設置さ
れる機関。

達成目標

指標名 当初
（2012）

現状
（2017）

目標値
（2023） 備考

特定健康診査
受診率 38.6％ 38.3％ 65.0％

特定健康診査受診率の向上により、早期発
見を目指し、生活習慣病などによる医療費
の抑制につなげます。

特定保健指導
実施率 ＿ 71.6％ 85％以上

役割分担
主体の役割

○医療費や健康への関心を高め、生活習慣などを見直します。
○健康の維持や介護予防活動に自ら取り組みます。

○生活支援が必要な方への手助けに主体的に取り組みます。
○保健補導員等の地区組織活動を通じ、自分が住む地域に、健康の輪を広げ
ます。

○住民自ら、要介護状態となることを積極的に予防するとともに、要介護状
態となった場合においても、重症化予防と、有する能力の維持向上に努め
ます。

○国民健康保険制度、介護保険制度の適正な運用に努めます。
◯保健事業の主たる実施主体として、予防・健康づくり、糖尿病重症化予防
等に取り組み、医療費抑制に努めます。

◯国保財政の責任主体として、制度の安定的運営に努めます。
○市町村国保事務の効率化・標準化の推進、県内の国保税の統一等新たな課
題に取り組みます。

主体の分類

個人（家庭）

地域

行
政

市
民
な
ど

駒ヶ根市

県（国）

重症化予防のため、個々に応じた生活習慣
改善の助言を行います。

要介護認定者
出現率（認定者数
÷65歳以上人口）

15％ 14.6％ 16.0％
要介護認定者を増加させない取組を実施
し、その成果を要介護認定者出現率で確認
します。
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１　健康を支え育む地域
　　一人ひとりが「自分の健康は自分でつくり守る」として、健康づくりに取り組むとともに、地域全
体としても個人の健康づくりを支援することができるような取組を進めます。

【主な事業】
　□ 地域健康づくり推進事業　□ 活動量計を使った健康づくり事業

２　生活習慣病の予防
　（1）生活習慣病予防や重症化予防のための生活習慣の見直しと改善を進めます。
　（2）生活習慣病予防健診やがん検診の受診率向上と指導を充実します。
　（3）行政と医療機関などが連携し、重症化予防対策を推進します。
【主な事業】
　□ 健康診査事業　□ 健康増進事業
　□ 生活習慣病予防と重症化予防　□ 脳卒中発症・再発予防事業

施策5-1-3 健康づくり習慣の普及健康づくり習慣の普及
めざす姿
●日ごろから心身ともに健康で生活している。

課題と展望

取組の方向と主な事業

○　市では、健康都市の実現をめざして、「めざせ健康、よい習慣、健康寿命の延伸」を合言葉とする
第5次総合保健計画を推進してきました。
○　しかしながら、死亡率では、がんは増加傾向にあり、脳血管疾患・心臓病も依然高い状況にあり
ます。また、糖尿病予備軍が増加しているなど健康課題は山積しており、生活習慣の改善をはじめ
とする、健康寿命の延伸のための取組がより一層求められています。
○　いつまでも健やかで、心豊かな暮らしを実感できるよう、毎日摂る食事を健康的なものとし、運
動習慣を身に付けることにより、心と身体の健康づくりの生活習慣を確立し、1年間の健康活動の
成果を確認するための健診（検診）を受診する。これらの健康づくりへの取組を続けることが重要
となります。
○　健康づくりの主役は自分自身であり、市民一人ひとりが自覚を持ち、健康づくりに取り組むことが
基本となりますが、家族や仲間、地域で支えあうなどの支援の仕組みも必要と考えます。平成30年
度からスタートした第6次総合保健計画では、市民が健康を育み健やかな暮らしを実感するために、
「自分たちの健康について、学び、つくり、地域で育てる」を基本理念として、その実現のための取
組を進めていきます。
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３　健康を増進する生活
　（1）うつ病等、こころの病気について、誰しもがなりうることとしてとらえ、必要時相談や受診がで

きる支援の充実を図ります。
　（2）気持ちを受け止め、声掛けし、つないでくれる人や体制が周囲にあり、悩みがあったり、追い詰

められても自殺を選択しないための支援体制の充実に努めます 。
　（3）感染症予防のための情報提供などの対策への取組や感染症発生時の緊急対応に努めます。
【主な事業】
　□　精神保健事業　□　自殺対策事業　□　感染症予防事業

達成目標

指標名 当初
（2012）

現状
（2017）

目標値
（2023） 備考

健康づくりに
対する取組が
充実している。

3.14
ポイント
（2011）

3.20
ポイント

3.38
ポイント 市民満足度調査の満足度（ポイント）

主な生活習慣病
を死因とする
死亡者の割合

55.9％
（2010）

53.4％
（2015）

50.0％

生活習慣病への取組により指標は過去10
年間で5％下がった。引き続き10年間で5％
下げることを目標とする。（資料提供：保健
福祉事務所）

こまがね健康
ステーション用
活動量計購入者数

＿ 1,400人 2,000人
毎年度100人増加させることを目標とし、
最終目標は2,000人とする。

役割分担
主体の役割

○生活習慣病予防の重要性を理解し、特定健康診査を受け、健康的な生活習
慣を実践します。

○一人ひとりが予防接種の必要性を認識し、接種を心掛けます。
○がん検診・結核検診などの必要性を認識し、検診を受けます。
○保健補導員等の地区活動に協力します。

○各種健（検）診や予防接種の実施体制を確立し、実施します。
○予防接種未接種者に対して接種を勧奨します。
○健（検）診未受診者に対して受診を勧奨します。
○健康教育など健康づくりの知識の啓発、普及に努めます。
○地域の資源を活用して、個人の健康づくりを支援するしくみを充実してい
きます。

○財政的支援や感染症などに関する迅速な情報提供を行います。

主体の分類

個人（家庭）、
地域、企業、
事業者など

行
政

市
民
な
ど

駒ヶ根市

県（国）

注1）市民満足度調査：まちづくりの指標として、2年に1度実施している市民意識調査。調査項目について、重要度と満足度を5段階（最
低1から最高5まで）で調査。
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１　住民主体の通いの場を全区に設置します。
　（1）地域、NPO、社会福祉法人等と協働して取り組みます。
　（2）効果的な介護予防活動を実施するために専門職を地域に派遣します。
　　（関連基本計画：老人福祉計画・第7期介護保険事業計画、駒ヶ根市第6次総合保健計画）
【主な事業】
　□ 一般介護予防事業　□ 運動機能・口腔機能の向上、認知症予防事業

取組の方向と主な事業

施策5-1-4 高齢者の健康づくりと社会参加の推進高齢者の健康づくりと社会参加の推進
めざす姿
●住み慣れた地域で安心して生活できている。
●高齢者が生きがいをもって社会とかかわっている。

課題と展望
○　市の人口構成は、年少人口（0～14歳）や生産年齢人口（15-64歳）は減少し、要介護リスクが高く
なる後期高齢者人口は2019年までは緩やかに延伸、更に団塊の世代が75歳に到達する2025年ご
ろから急激に増加する見込みです。
○　また2017年の世帯構成によると、ひとり暮らし高齢者は約900人、高齢者のみ世帯は約1,600世
帯あり、今後もこれら高齢者世帯の増加とともに、生活支援ニーズは増加すると予測されます。
○　これらに対応するには、多くの高齢者が継続的に介護予防を取り組むことで、支援を必要とする
高齢者を減らし、健康で自立した日常生活を送れる高齢者を増やす必要があります。
○　また健康寿命の延伸には、地域で役割や生きがいを持つことも大きな効果があることから、高
齢者の「心身機能」「活動」「参加」にバランスよく働きかけ介護予防を推進していく必要があ
ります。
○　そのため高齢者の健康づくりと社会参加の推進は、地域と専門職が協働して取り組んでいきま
す。

ほのぼのサロン
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２　生涯学習活動を推進し、雇用機会の拡充に努めます。
　　高齢者クラブなどの自主的活動を支援し、仲間づくりと生きがい交流を推進します。地域職業相
談室の機能強化、必要な職業訓練のあっせん、シルバー人材センターの活用などにより、高齢者の
就労機会の拡充に努めます。

【主な事業】
　□ 高齢者クラブ補助事業　□ シルバー人材センター運営事業

達成目標

役割分担

指標名 当初
（2012）

現状
（2017）

目標値
（2023） 備考

通いの場へ参加
している高齢者数

＿ 2,200人 3,000人

主体の役割

○健康づくりや介護予防事業、生涯学習活動へ積極的に参加します。
○健康づくりに対する地域住民同士の自主的活動に取り組みます。

○地域の現状把握・情報提供と指導を進めます。
○各種団体への支援、就労機会の拡充をします。

○実施事業対象経費の一部負担を検討します。

主体の分類

個人（家庭）
地域

○健康づくりや介護予防の必要性を市民に説明します。
○高齢者の就労機会を確保するよう努力します。

医療機関、
事業者など

行
政

市
民
な
ど

駒ヶ根市

県（国）

【通いの場】自治組合等を単位とし、通いの場の要件（開催頻度月1回以上、血圧測定や運動を含む合計90分以上実施、担い手養成研修
受講者がいる等）を満たすもの。

【通いの場拠点】区を単位とし、通いの場の要件を満たすもの。将来的には通所型サービスBの実施を目指すもの。

現状の数値は、平成30年4月末の数値。開
催頻度が月1回以上の場への参加者数とし
ています。

通いの場拠点が
設置されている
区の数

＿ 0 16区
平成30年4月に6つの区に通いの場拠点が
設置されています

新規要介護認定者
に占める75歳未満
の者の割合

18.1％ 14.7％ 13.0％
75歳未満の新規要介護認定者の減少をめ
ざします。（健康寿命の延伸）

介護保険新規申請
時の平均年齢

＿ 82.28 82.28
介護予防・生活支援サービスの充実により
介護保険の利用開始年齢の引き上げを目指
します。

尚、第7期介護保険事業計画では「通いの場に週1回参加登録者の割合　2020年度目標値
10％」としたが、計画策定後の「地域支援事業の実施についての一部改正（H30.5.10厚労省老
健局長通知）」により、当市としての通いの場の定義を上のように修正した。
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施策5-2-1 住民同士が支え合う仕組みづくりの推進住民同士が支え合う仕組みづくりの推進
めざす姿
●地域の支え合い推進会議や関係機関が協働して多様なサービスを創出し、
幅広く柔軟な支え合い体制ができている。
●担い手人材の発掘・育成をし、コーディネートや活動支援する仕組みが
ある。

課題と展望
○　子ども、高齢者、障がい者、困窮者などすべての人々が、生きがいを共に創り、高め合うことが出
来る「地域共生社会」が求められています。このため、支える側と支えられる側に分かれるのではな
く、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できるコミュニティを育成
することが重要になっており、地域包括ケアシステム構築、生活困窮者自立支援事業など、関係する
各分野で取組が進められています。
○　特に高齢者分野では、平成28年に生活支援コーディネーターと支え合い推進会議を設置し、地
域住民の支え合い活動を支える実働部隊が動き始めて、平成29年度には介護予防活動を住民主体
で行う「通いの場」が拡充できました。
○　また、この話し合いのプロセスを通じて住民同士が支え合う地域づくりの必要性や、取組を「生
きがい、楽しい」と感じている住民も多く現れています。
○　地域の皆が支え合いに参加し、役割や生きがいを持ち、支える側も支えられる側も双方が社会に
参加し活躍することは、「生涯活躍のまち」に通じる地域づくりです。

基本政策5-2
支え合う福祉のまちづくりを進めます

地域づくり活動報告会
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１　住民主体の多様な地域資源を充実します。
　（1）支え合い推進会議の機能強化を図ります。
　（2）地域、NPO、社会福祉法人など協働して多様な地域資源を創出します。
【主な事業】
　□ 生活支援体制整備事業

２　地域力の強化を図ります。
　（1）地域課題を把握し、解決の検討を重ねていく過程を支援します。
【主な事業】
　□ 生活支援体制整備事業　□ 支え合い推進会議

取組の方向と主な事業

役割分担
主体の役割

○住民が活動しやすい環境整備を行います。

○支え合いの地域づくり活動を積極的に行います。
○支え合い推進会議や生活支援コーディネーターと共に地域課題解決に取
り組みます。

主体の分類

行
政

市
民
な
ど

駒ヶ根市
○専門性を活かして住民の活動を支援します。社会福祉協議会
〇支え合い推進会議やNPO活動、ボランティア活動などに積極的に参加し
ます。個人（家庭）

地区社協（地域）

○支え合い会議に参加し、支え合い活動を専門的立場からサポートします。
医療機関・介護
事業者・障がい者
支援事業者

達成目標

指標名 当初
（2012）

現状
（2017）

目標値
（2023） 備考

互いにささえあい、
助け合う人間関係
が地域に築かれ
ている。

3.21
ポイント
（2011）

3.25
ポイント

3.43
ポイント

市民満足度調査の満足度（ポイント）

市内全区でできた支え合う仕組みを維持し
ます。

支え合う組織の
仕組みができて
いる地域（区等）

の割合

0％ 100％ 100％

注1）市民満足度調査：まちづくりの指標として、2年に1度実施している市民意識調査。調査項目については、重要度と満足度を5段階
（最低1から最高5まで）で調査。
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１　相談支援体制の充実を図ります。
　　相談支援を担う職員の資質向上などを図るとともに、上伊那圏域障がい者総合支援センターと
の連携を十分取りながら相談体制を構築します。

取組の方向と主な事業

施策5-2-2 障がい者の生活支援と社会参加の推進障がい者の生活支援と社会参加の推進
めざす姿
●障がいのある人が、必要な支援やサービスを利用しながら、地域でいきい
きと暮らしている。
●障がい者の一人ひとりの能力に応じ、働くことができる雇用の場を確保
し、自立に向けた生活を送ることができる。

課題と展望
○　市内の障がい者は年々増加する傾向にあり、その障がいの程度は高齢化の進行とともに重度化
の傾向にあります。また、医療機関や入所施設から地域生活への移行が進み、居宅介護、重度訪問
看護などの居宅サービスの利用は増加傾向にあります。しかし、日中の活動する場が限られている
ため、広域的に資源確保の取組を強化する必要があります。
○　保健・教育と連携し、切れ目のないサービスの提供ができるようにする必要があります。
○　一般就労は、平成２９年６月１日現在、上伊那地域の障がい者の雇用状況を見ると、実雇用率が
２．０４％となり、法定雇用率の引き上げに伴い雇用率は伸びています。
○　福祉的就労である就労継続支援事業所などへのニーズは、地域生活移行が進むとともに、より大
きくなってきています。
○　社会参加の促進には、コミュニケーション支援、スポーツやレクリェーションの各種事業や文化活
動への取組が必要です。また、スポーツ・文化団体等に対し、障がいに対する理解を深めていただ
き、受け入れ先を増やす取組も必要となっています。

希望とふれあいコンサート
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【主な事業】
　□ 地域生活支援事業（高砂園へ相談事業の追加）
　□ 上伊那圏域障がい者総合支援センターとの連携

２　在宅サービスの充実を図ります。
　　社会的な在宅生活支援体制を構築し、障がい者が安心して生活できるようなサービス提供を進
めます。

【主な事業】
　□ 地域生活支援事業

３　就労支援の推進を図ります。
　　教育・企業・福祉機関のそれぞれの役割を明確にして連携をすることにより、一般就労、福祉就労
の両面から検討を行います。

【主な事業】
　□ 障がい福祉サービス事業　□ 就労支援啓発事業（法定雇用率の確保）

４　スポーツ、芸術文化活動の振興を図ります。
　　「上伊那障がい者スポーツ大会」、「長野県障がい者スポーツ大会」、「長野県障がい者文化芸術
祭」などへの積極的な参加を通じて、障がい者のスポーツ、芸術文化活動に対する理解と関心を高
めます。

【主な事業】
　□ 各種スポーツ大会、芸術文化祭などへの参加

達成目標

役割分担

指標名 当初
（2012）

現状
（2017）

目標値
（2023） 備考

障がい者の
雇用割合 1.62％ 2.04％ 2.20％

主体の役割

○障がい者に対する理解を深め、地域生活などにおける交流を図ります。
○障がい者に対する理解を深め、人権意識の高揚を図ります。
◯地域住民とのふれあいを通じ、相互の連携を図ります。

○上伊那圏域障がい者相談支援センターなどとの情報交換や提供を行いま
す。

○サービス内容などの周知、サービスの確保を図ります。

○障がい者就業などに関する支援制度の構築などを行います。

主体の分類

個人（家庭）

地域

○障がい者雇用に関して積極的に協力、支援します。企業、事業所など

行
政

市
民
な
ど

駒ヶ根市

県（国）

障がい者の就労支援の取組状況を雇用率
で表します。
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１　相談・支援体制の充実を図ります。
　　関係機関と連携し、生活困窮者の自立に向けて、適切な相談や支援を充実します。また、民生委
員などと連携し、相談機能の充実を図り、自立に向けた援助に努めます。

【主な事業】
　□ 生活困窮者自立相談支援事業（まいさぽ駒ヶ根）
　□ 生活困窮者自立支援委託事業の活用（就労準備支援事業、家計改善事業）
　□ 社協との連携による生活福祉資金の貸付
　□ 就労支援に向けたハローワークとの連携
　□ 民生児童委員・社会福祉協議会との連携

取組の方向と主な事業

施策5-2-3 生活困窮者への支援生活困窮者への支援
めざす姿
●だれもが健康で文化的な生活を送ることができている。

課題と展望
○　生活保護の件数は減少しています。しかし、受給者が高齢となっているため、就労に結びつける
ことが難しくなっています。また、働ける年代の受給者は障がい、傷病により就労することが困難と
なっています。
○　生活困窮者からの相談件数は増えています。景気は少しずつ回復していますが、人材派遣など不
安定な雇用により、先の見えない生活に不安を感じている深刻な相談内容も見受けられます。生活
保護に陥る前に、困窮者に寄り添い、生活の建て直しを支える必要があります。
○　また、ひきこもり、ひとり親世帯などの就労難、高齢者世帯からの生活相談、ＤＶ・離婚などの相
談が増加していることから、「まいさぽ駒ヶ根」「ひとり親支援」「女性相談」体制の更なる充実を
図り、自立を支援する必要があります。
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２　生活保護法に基づき、適正に生活保護制度を運用します。
　　最低生活の保障と、被保護世帯の自立に向け、就労支援をはじめ、実情に応じた支援を進めま
す。

【主な事業】
　□ 自立支援医療による給付の検討
　□ 就労支援に向けたハローワークとの連携
　□ 生活困窮者自立支援委託事業の活用（就労準備支援事業）
　
３　ひとり親の福祉の充実を図ります。
　　各種制度などの活用を促進し、ひとり親世帯の生活の安定と経済的自立に対する支援を強化して
いきます。

【主な事業】
　□ 高等職業訓練促進事業
　□ 高校等通学交通費助成事業

達成目標

役割分担

指標名 当初
（2012）

現状
（2017）

目標値
（2023） 備考

生活保護受給者
の就労支援 4人 3人 3人

主体の役割

○生活困窮者のことを良く理解します。
○ボランティア活動などに参加し、生活困窮者を支援します。
○自ら就労などに結びつく資格取得などの取組に参加します。

○生活困窮者に対して各種福祉サービスを提供します。

○生活困窮者に必要な生活相談に応じます。
○個別のケースに応じた就労に関する相談、指導を行います。
○市民や市民団体などの福祉活動を支援します。

○生活困窮者の自立を支援します。
○市民や市民団体などの福祉活動を支援します。

主体の分類

市民（個人）

市民団体、
ＮＰＯ法人など

行
政

市
民
な
ど

駒ヶ根市

県（国）

生活保護受給者のうち、自立支援プログラ
ムを活用して、就労を働きかけ世帯の自立
をめざします。

【自立支援プログラム】生活保護の実施機関が、被保護世帯全体の状況を把握した上で、自立支援の具体的内容や実施手順などを内容
とする世帯類型ごとの「個別支援プログラム」を定め、これに基づいて個々の被保護者に必要な支援を組織的に実施するもの
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